
新
政
権
の
誕
生
か
ら
一
年
が
過
ぎ
、
政
治
と
国

軍
の
関
係
に
も
メ
ガ
ワ
テ
ィ
時
代
と
は
違
う
特
徴

が
見
え
始
め
て
い
る
。
一
言
で
い
え
ば
、
そ
れ
は

国
軍
改
革
に
対
す
る
姿
勢
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
国
軍
の
政
治
的
自
律
性
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
現
政
権
の
取
り
組
み
を
考

察
し
、
そ
の
展
望
を
議
論
し
て
い
き
た
い
。

●
メ
ガ
ワ
テ
ィ
時
代
の
遺
産

三
二
年
間
の
ス
ハ
ル
ト
長
期
政
権
の
下
で
、
政

治
支
配
の
中
核
を
担
っ
て
き
た
国
軍
を
、「
脱
政

治
化
」
さ
せ
る
の
は
簡
単
で
は
な
い
。
ス
ハ
ル
ト

の
退
陣
で
民
主
化
が
ス
タ
ー
ト
し
て
七
年
が
過
ぎ

た
現
在
で
も
、
軍
エ
リ
ー
ト
は
強
力
な
政
治
的
影

響
力
を
維
持
し
て
い
る
。
と
く
に
、
メ
ガ
ワ
テ
ィ

政
権
下
で
は
、
国
軍
の
最
も
旧
体
制
的
な
体
質
が

前
面
に
出
た
。

国
軍
は
、
政
府
が
進
め
る
ア
チ
ェ
の
和
平
プ
ロ

セ
ス
を
妨
害
し
、
二
○
○
三
年
五
月
か
ら
一
年
間
、

戒
厳
令
を
指
揮
し
て
自
由
独
立
ア
チ
ェ
運
動
（
Ｇ

Ａ
Ｍ
）
へ
の
軍
事
掃
討
作
戦
を
強
行
し
た
。
そ
れ

は
、
メ
デ
ィ
ア
の
活
動
を
制
限
し
、
情
報
操
作
と

市
民
弾
圧
を
伴
う
「
汚
い
戦
争
」
と
な
っ
た
。
ま

た
パ
プ
ア
、
マ
ル
ク
、
中
ス
ラ
ウ
ェ
シ
州
ポ
ソ
と

い
っ
た
他
の
紛
争
地
で
も
、
国
軍
に
よ
っ
て
地
方

の
政
治
経
済
利
権
の
独
占
が
進
行
し
た
。
だ
が
メ

ガ
ワ
テ
ィ
政
権
は
そ
れ
ら
の
問
題
を
放
置
し
た
。

彼
女
は
、
民
主
化
時
代
に
適
し
た
国
軍
の
役
割

を
規
定
す
る
重
要
な
国
軍
法
の
作
成
に
お
い
て
も
、

イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
発
揮
す
る
こ
と
な
く
、
軍
に

フ
リ
ー
ハ
ン
ド
を
与
え
、
そ
の
結
果
、
改
革
ビ
ジ

ョ
ン
に
欠
け
た
国
軍
法
が
成
立
し
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
国
軍
法
で
明
記
さ
れ
た
「
戦
争
以
外
の
軍
事

作
戦
」（
Ｏ
Ｍ
Ｓ
Ｐ
）
と
い
う
軍
の
役
割
は
、
今
後
、

軍
が
国
内
治
安
問
題
に
堂
々
と
関
与
す
る
こ
と
を

正
当
化
さ
せ
る
根
拠
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
メ

ガ
ワ
テ
ィ
時
代
の
国
軍
で
は
「
改
革
の
後
退
」
が

顕
著
だ
っ
た
。

振
り
返
れ
ば
七
年
前
、
ス
ハ
ル
ト
後
の
民
主
化

運
動
の
圧
力
で
国
軍
は
自
己
改
革
を
迫
ら
れ
、
そ

の
一
環
で
警
察
は
国
軍
か
ら
独
立
し
、「
対
外
防

衛
は
軍
、
治
安
は
警
察
」
と
い
う
役
割
分
化
が
決

ま
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
国
軍
は
、
国
内
問
題
に

関
与
せ
ず
、
防
衛
に
専
念
す
る
方
向
が
示
さ
れ
た
。

し
か
し
ア
ブ
ド
ゥ
ル
ラ
フ
マ
ン
・
ワ
ヒ
ド
大
統
領

の
誕
生
で
民
主
化
運
動
が
一
段
落
す
る
や
否
や
、

軍
は
着
々
と
「
失
地
回
復
」
に
励
み
、
メ
ガ
ワ
テ

ィ
政
権
下
で
そ
の
目
論
み
は
大
き
く
前
進
し
た
。

そ
こ
に
は
、
ア
チ
ェ
で
の
戒
厳
令
を
機
に
、

「
国
家
の
領
土
保
全
と
安
定
は
譲
れ
な
い
」
と
い

う
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
煽
り
、「
共
和
国
統
一

（
Ｎ
Ｋ
Ｒ
Ｉ
）
を
死
守
す
る
国
軍
」
と
い
う
殺
し

文
句
を
武
器
に
、
国
内
安
全
保
障
へ
の
関
与
を
深

め
る
国
軍
の
姿
が
あ
っ
た
。
同
時
に
、「
戦
争
以

外
の
軍
事
作
戦
」
と
い
う
九
・
一
一
後
の
先
進
国

の
軍
隊
が
注
目
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
ト
レ
ン
ド
を

敏
感
に
キ
ャ
ッ
チ
し
、
そ
れ
を
早
々
と
自
国
の
法

律
に
埋
め
込
ん
だ
。
メ
ガ
ワ
テ
ィ
時
代
の
国
軍
は
、

一
見
相
反
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
グ
ロ
ー
バ
リ

ズ
ム
と
い
う
双
方
の
言
説
を
巧
み
に
ハ
イ
ジ
ャ
ッ

ク
し
、
国
内
治
安
問
題
へ
の
恒
常
的
な
関
与
の
再

正
当
化
を
図
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

●
リ
ャ
ミ
ザ
ル
ド
の
更
迭
と
ア
チ
ェ
の

非
軍
事
化

こ
の
よ
う
な
保
守
路
線
に
傾
く
国
軍
に
対
し
、

ユ
ド
ヨ
ノ
政
権
は
こ
の
一
年
間
ど
う
対
応
し
て
き

た
か
。
一
言
で
い
え
ば
、
後
退
し
た
国
軍
改
革
を

再
度
レ
ー
ル
に
乗
せ
る
と
い
う
挑
戦
に
取
り
組
ん

で
い
る
。
そ
れ
が
軌
道
に
乗
り
、
改
革
が
前
進
す

る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
は
時
期
尚
早
だ
が
、

政
権
が
軍
の
政
治
的
自
律
性
を
縮
小
・
管
理
し
て

ユ
ド
ヨ
ノ
政
権
に
お
け
る
国
軍
改
革
へ
の
再
挑
戦

特集／インドネシア・ユドヨノ政権の１年

本
名

純

特
集

29─アジ研ワールド・トレンド No.123（2005．12）



い
こ
う
と
す
る
意
欲
は
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
の
イ

ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
三
つ
の
局
面
で
確
認
で
き
る
。

第
一
に
リ
ャ
ミ
ザ
ル
ド
・
リ
ャ
ク
ド
陸
軍
参
謀

長
の
更
迭
で
あ
る
。
彼
は
メ
ガ
ワ
テ
ィ
周
辺
が
、

次
の
国
軍
司
令
官
と
し
て
温
存
し
て
い
た
将
軍
で
、

昨
年
二
○
○
四
年
の
大
統
領
選
挙
の
と
き
も
ユ
ド

ヨ
ノ
よ
り
も
メ
ガ
ワ
テ
ィ
の
再
選
に
期
待
を
か
け

て
い
た
。
メ
ガ
ワ
テ
ィ
は
、
大
統
領
任
期
の
終
了

直
前
に
、
エ
ン
ド
リ
ア
ル
ト
ノ
・
ス
タ
ル
ト
国
軍

司
令
官
の
降
板
と
リ
ャ
ミ
ザ
ル
ド
の
昇
格
を
発
表

し
て
世
間
を
驚
か
せ
た
が
、
ユ
ド
ヨ
ノ
は
大
統
領

に
就
任
す
る
や
否
や
、
そ
の
人
事
を
撤
回
す
る
。

そ
し
て
二
○
○
五
年
二
月
に
三
軍
参
謀
長
の
交
代

を
実
施
し
、
リ
ャ
ミ
ザ
ル
ド
を
左
遷
し
て
新
陸
軍

参
謀
長
に
ジ
ョ
コ
・
サ
ン
ト
ソ
陸
軍
副
参
謀
長
を

抜
擢
し
た
。
ジ
ョ
コ
は
以
前
か
ら
ユ
ド
ヨ
ノ
に
近

い
将
軍
で
あ
る
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
人
事
の
影
響
は
、
ア
チ
ェ
の
和
平
交
渉
の

進
展
に
も
功
を
奏
し
た
。
こ
れ
ま
で
強
行
軍
事
路

線
の
中
心
人
物
だ
っ
た
リ
ャ
ミ
ザ
ル
ド
が
軍
内
か

ら
排
除
さ
れ
た
こ
と
で
、
ス
マ
ト
ラ
沖
大
地
震
・

津
波
後
の
ア
チ
ェ
和
平
を
妨
害
し
よ
う
と
す
る
軍

内
の
求
心
力
が
薄
れ
た
。
ま
た
ア
チ
ェ
和
平
の
再

交
渉
は
、
ユ
ド
ヨ
ノ
で
は
な
く
ユ
ス
フ
・
カ
ラ
副

大
統
領
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
で
実
現
し
た
わ
け
だ

が
、
ト
ン
ト
ン
拍
子
で
和
平
合
意
に
た
ど
り
着
く

と
は
軍
も
予
想
し
て
お
ら
ず
、「
気
づ
い
た
と
き

に
は
停
戦
合
意
と
ア
チ
ェ
か
ら
の
兵
力
撤
退
が
決

ま
っ
て
い
た
」
と
軍
幹
部
は
回
想
す
る
。
カ
ラ
の

ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な
政
策
決
定
に
加
え
、
リ
ャ
ミ
ザ

ル
ド
の
不
在
は
、
ア
チ
ェ
和
平
の
推
進
に
大
き
く

貢
献
し
た
。

し
か
し
、
そ
の
効
果
も
時
間
限
定
的
で
あ
る
。

今
後
、
ア
チ
ェ
の
紛
争
後
復
興
が
進
む
に
つ
れ
、

機
能
停
止
し
て
い
た
地
方
政
治
が
正
常
化
し
、
市

民
社
会
の
発
言
力
も
高
ま
り
、
戒
厳
令
下
で
行
わ

れ
た
軍
の
悪
行
に
対
す
る
追
及
と
利
権
支
配
の
解

除
が
予
想
さ
れ
る
。
地
元
の
軍
は
、
そ
の
脅
威
に

直
面
し
た
と
き
、
和
平
と
社
会
再
建
の
進
行
を
妨

害
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
確
実
に
持
つ
。
そ
の

と
き
ユ
ド
ヨ
ノ
は
、
軍
の
末
端
の
暴
走
を
防
ぐ
こ

と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
遠
く
な
い
将
来
に
そ
の

手
腕
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

●
国
軍
ビ
ジ
ネ
ス
の
整
理

ユ
ド
ヨ
ノ
政
権
に
見
ら
れ
る
第
二
の
イ
ニ
シ
ア

テ
ィ
ブ
は
、
国
軍
ビ
ジ
ネ
ス
へ
の
メ
ス
入
れ
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
国
軍
の
財
源
は
国
家
予
算
よ
り
も

自
己
資
金
調
達
の
割
合
の
ほ
う
が
高
く
、
そ
の
た

め
予
算
管
理
を
通
じ
て
政
治
が
国
軍
を
統
制
す
る

シ
ス
テ
ム
が
構
築
で
き
な
か
っ
た
。
現
政
権
は
、

軍
が
保
有
す
る
数
々
の
財
団
を
国
有
化
し
、
経
営

を
政
府
の
監
督
の
下
に
置
く
こ
と
で
、
軍
の
経
済

活
動
を
制
限
し
、
組
織
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

を
強
め
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
文
民
の
ユ
ウ
ォ
ノ

・
ス
ダ
ル
ソ
ノ
大
臣
が
率
い
る
国
防
省
が
、
そ
の

ビ
ジ
ネ
ス
整
理
を
担
当
し
て
お
り
、
現
在
、
軍
が

手
放
す
財
団
と
企
業
の
選
定
が
ほ
ぼ
終
了
し
た
段

階
に
き
て
い
る
。
国
軍
ビ
ジ
ネ
ス
に
メ
ス
を
入
れ

る
改
革
は
、
軍
の
既
得
権
益
に
直
結
す
る
問
題
だ

け
に
、
こ
れ
ま
で
ス
ハ
ル
ト
後
の
ど
の
政
権
も
タ

ブ
ー
視
し
て
き
た
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
改
革
イ

ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
の
行
方
を
注
視
す
る
必
要
が
あ
る
。

た
だ
、
軍
に
と
っ
て
財
団
ビ
ジ
ネ
ス
は
経
済
利

権
の
一
角
で
し
か
な
い
。
し
か
も
そ
の
企
業
収
益

は
、
全
自
己
資
金
調
達
額
の
半
分
に
も
満
た
な
い

と
い
わ
れ
て
い
る
。
実
際
ア
ジ
ア
通
貨
危
機
以
後
、

倒
産
に
近
い
状
態
の
企
業
が
大
多
数
で
あ
り
、
国

軍
の
指
導
部
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
を
手
放
す
こ
と

の
実
質
的
な
ダ
メ
ー
ジ
は
、
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。

む
し
ろ
、
真
に
メ
ス
を
入
れ
る
べ
き
も
の
は
、

財
団
を
通
さ
ず
各
地
で
展
開
さ
れ
て
い
る
軍
の
違

法
ビ
ジ
ネ
ス
で
あ
る
。
典
型
的
な
の
が
、
不
法
伐

採
や
、
密
漁
、
人
身
売
買
、
違
法
薬
物
の
密
売
な

ど
へ
の
直
接
的
・
間
接
的
関
与
で
あ
り
、
地
元
ベ

ー
ス
で
運
営
さ
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
国
際
犯
罪

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
末
端
と
し
て
機
能
し
て
い
る
ケ

ー
ス
も
あ
る
。
ま
た
違
法
賭
博
所
や
赤
線
地
帯
な

ど
で
の
用
心
棒
ビ
ジ
ネ
ス
も
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
全
土

に
広
が
っ
て
い
る
。
軍
が
財
団
と
企
業
を
失
う
こ

と
で
、
逆
に
こ
れ
ら
の
ア
ン
ダ
ー
グ
ラ
ン
ド
の
経

済
活
動
が
加
速
化
し
拡
大
す
る
可
能
性
が
高
い
。

そ
れ
は
当
然
、
市
民
社
会
へ
の
脅
威
と
な
る
。

ユ
ド
ヨ
ノ
は
「
不
法
伐
採
の
根
絶
」
を
表
明
し
、

各
地
の
森
林
業
ヤ
ク
ザ
に
戦
い
を
挑
む
姿
勢
を
見

せ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
す
る
国
内
外
の
支
持
も
強

い
。
問
題
は
、
こ
の
戦
い
を
真
剣
に
や
れ
ば
や
る

ほ
ど
、
各
地
で
の
軍
の
既
得
権
益
を
脅
か
す
よ
う

に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
今
の
と
こ
ろ
、
違
法
伐
採

を
営
む
「
小
ボ
ス
」
の
逮
捕
は
ア
ピ
ー
ル
で
き
て

い
る
が
、
大
物
に
は
手
を
出
せ
な
い
で
い
る
。
国

軍
改
革
の
「
本
丸
」
は
、
地
方
軍
管
区
の
違
法
ビ

ジ
ネ
ス
で
あ
り
、
末
端
兵
士
か
ら
将
校
ま
で
広
が
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る
そ
の
活
動
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
で
あ
る
。

現
政
権
は
、
ま
だ
そ
こ
ま
で
本
腰
を
入
れ
て
い
な

い
。

●
国
軍
法
の
改
定

第
三
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
は
法
整
備
の
見
直
し

で
あ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
メ
ガ
ワ
テ
ィ
時
代
に

法
制
化
し
た
国
軍
法
は
、
改
革
へ
の
後
退
と
な
っ

た
。
現
政
権
は
そ
れ
を
問
題
視
し
、
す
ぐ
に
巻
き

返
し
に
出
た
。
ユ
ウ
ォ
ノ
大
臣
の
下
に
、
改
革
ワ

ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
が
設
立
さ
れ
、
民
間
の
政

治
学
者
や
安
全
保
障
専
門
家
、
そ
し
て
人
権
活
動

家
な
ど
を
中
心
と
す
る
メ
ン
バ
ー
が
法
改
正
の
作

業
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
そ
の
基
本
ビ
ジ
ョ
ン
は

以
下
の
三
点
に
集
約
さ
れ
る
。

ま
ず
、
国
軍
の
基
本
任
務
に
「
戦
争
以
外
の
軍

事
作
戦
」（
Ｏ
Ｍ
Ｓ
Ｐ
）
を
盛
り
込
ん
だ
国
軍
法

第
七
条
の
修
正
を
検
討
し
て
い
る
。
ワ
ー
キ
ン
グ

･

グ
ル
ー
プ
の
議
論
は
、
軍
の
基
本
任
務
は
あ
く

ま
で
も
対
外
的
な
「
通
常
戦
争
」
で
あ
り
、
そ
れ

以
外
は
「
支
援
任
務
」
と
定
義
す
べ
き
だ
と
主
張

す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
支
援
任
務
に
つ
い
て
は
別

途
法
律
を
作
り
、
テ
ロ
対
策
な
ど
治
安
に
関
わ
る

活
動
は
、
あ
く
ま
で
も
警
察
援
護
に
限
定
す
る
措

置
を
考
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
法
整
備
に
よ
っ
て
、

軍
が
対
外
防
衛
と
Ｏ
Ｍ
Ｓ
Ｐ
の
双
方
を
通
常
軍
務

と
す
る
新
た
な
「
二
重
機
能
」
の
成
立
を
防
止
し
、

Ｏ
Ｍ
Ｓ
Ｐ
に
対
し
て
も
軍
に
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
を
与

え
な
い
制
度
設
計
を
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

第
二
に
、
ワ
ー
キ
ン
グ･

グ
ル
ー
プ
は
国
軍
と

国
防
省
の
組
織
関
係
の
再
編
を
検
討
し
て
い
る
。

そ
れ
は
国
軍
法
の
第
一
二
条
を
修
正
し
て
、
国
軍

を
国
防
省
の
監
督
下
に
配
置
す
る
計
画
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
国
軍
は
大
統
領
に
直
接
責
任
を
負
い
、

国
防
省
は
軍
の
行
政
関
連
業
務
の
調
整
役
で
し
か

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
二
つ
の
組
織
は
並
列
に

存
在
し
て
お
り
、
国
防
省
が
国
軍
を
監
督
す
る
と

い
う
機
能
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
メ
ス
を

入
れ
、
国
軍
を
国
防
省
の
下
に
配
置
す
る
こ
と
で
、

国
軍
司
令
官
に
対
す
る
国
防
大
臣
（
文
民
を
想

定
）
の
優
位
を
確
立
し
、
軍
事
行
政
・
部
隊
運
営

・
国
防
予
算
の
分
野
で
軍
の
透
明
性
と
説
明
責
任

を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
ビ
ジ
ョ
ン
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
っ
て
、「
国
軍
は
国
防
省
が
立
案
し
た
政
策

の
実
行
者
」
と
い
う
地
位
を
明
確
に
し
、
軍
の
政

治
的
自
律
性
を
大
幅
に
縮
小
し
た
い
と
考
え
て
い

る
。第

三
に
、
軍
管
区
（K

odam

）
制
度
の
改
革

で
あ
る
。
ワ
ー
キ
ン
グ･

グ
ル
ー
プ
の
議
論
は
、

現
行
の
郷
土
防
衛
体
制
の
問
題
が
陸
軍
の
突
出
し

た
プ
レ
ゼ
ン
ス
に
あ
る
と
し
、
そ
の
古
い
ゲ
リ
ラ

戦
の
発
想
を
捨
て
て
近
代
的
な
防
衛
シ
ス
テ
ム
を

構
築
す
る
に
は
三
軍
に
よ
る
共
同
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
重
視
す
べ
き
だ
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
、

全
土
を
五
つ
の
領
域
防
衛
区
（K

odahan

）
に
分

割
し
、
各
防
衛
区
（
ス
マ
ト
ラ
、
ジ
ャ
ワ･

バ
リ
、

カ
リ
マ
ン
タ
ン
、
ス
ラ
ウ
ェ
シ
・
東
西
ヌ
サ
ト
ゥ

ン
ガ
ラ
、
マ
ル
ク
・
パ
プ
ア
）
で
三
軍
が
統
合
さ

れ
る
仕
組
み
を
作
る
べ
き
だ
と
唱
え
る
。
大
事
な

の
は
、
こ
こ
に
従
来
の
地
方
軍
管
区
が
吸
収
さ
れ

る
と
い
う
点
で
あ
る
。
現
実
的
に
今
の
軍
管
区
を

廃
止
す
る
の
は
困
難
だ
と
考
え
た
ワ
ー
キ
ン
グ
・

グ
ル
ー
プ
は
、
新
た
な
領
域
管
理
の
概
念
を
創
造

し
、
そ
の
指
揮
系
統
に
地
方
軍
管
区
を
「
埋
め
込

む
」
こ
と
で
、
地
方
軍
管
区
を
牛
耳
っ
て
き
た
陸

軍
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
相
対
的
に
中
性
化
し
よ
う
と

考
え
て
い
る
。
こ
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
で
国
軍
の

政
治
的
自
律
性
を
縮
小
で
き
る
と
展
望
し
て
い
る
。

国
防
大
臣
の
下
で
「
密
か
」
に
進
行
す
る
こ
れ

ら
の
改
革
案
が
実
現
さ
れ
れ
ば
、
政
軍
関
係
に
大

き
な
影
響
を
与
え
よ
う
。
そ
の
展
望
成
否
は
ユ
ド

ヨ
ノ
大
統
領
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
か
か
っ
て
い

る
。
彼
が
改
革
ド
ラ
イ
ブ
を
後
押
し
し
な
い
限
り
、

法
改
正
も
絵
に
描
い
た
餅
で
終
わ
る
。

そ
の
不
安
を
煽
る
か
の
ご
と
く
、
一
○
月
一
日

の
バ
リ
島
連
続
爆
弾
テ
ロ
を
受
け
て
、
ユ
ド
ヨ
ノ

は
軍
管
区
に
よ
る
対
テ
ロ
作
戦
強
化
を
命
じ
、
軍

首
脳
部
も
、
軍
管
区
の
活
性
化
こ
そ
が
社
会
を
テ

ロ
や
治
安
不
安
か
ら
守
る
と
の
主
張
を
大
に
し
て

い
る
。
軍
管
区
の
改
革
案
作
り
に
励
ん
で
き
た
ワ

ー
キ
ン
グ
・
グ
ル
ー
プ
に
と
っ
て
は
、
昇
っ
て
い

た
ハ
シ
ゴ
を
外
さ
れ
た
思
い
だ
ろ
う
。「
当
初
の

コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
裏
切
る
の
は
ユ
ド
ヨ
ノ
の
得

意
技
だ
」、「
だ
か
ら
こ
そ
ト
ッ
プ
に
の
し
上
が
れ

た
の
だ
」
と
ユ
ド
ヨ
ノ
の
友
人
は
指
摘
す
る
。

ア
チ
ェ
の
非
軍
事
化
、
国
軍
ビ
ジ
ネ
ス
の
整
理
、

国
軍
法
の
改
正
と
い
う
三
つ
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ

で
国
軍
改
革
に
再
挑
戦
し
て
い
る
ユ
ド
ヨ
ノ
政
権

は
、
そ
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
持
続
に
不
安
が
見

え
隠
れ
す
る
。

（
ほ 

ん
な

じ
ゅ
ん
／
立
命
館
大
学
国
際
関
係

学
部
助
教
授
）

31─アジ研ワールド・トレンド No.123（2005．12）


